
北区　区域まちづくり事業　事業概要

工事（業務）のこれ
までの経過及び必

要性

　当該地内における里道は通学路として利用されていたが、路面状況が悪いため、現在通行止めとなって
いる。また里道法尻側の擁壁は、一部民地内へ越境している状況である。このため、本事業により、道路管
理区域内へ擁壁と道路の再整備を行い、通学路として使用できるようにする。

工事（業務の内容）

工事延長　L=40m
石積擁壁工　L=200m2
舗装工　A=100m2　ほか
費目：工事請負費
工事費（概算）　20,000,000円


